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は
じ
め
に

平
安
末
か
ら
鎌
倉
初
期
に
か
け
て
、
島
津
庄
を
中
心
と
す
る
こ
の
地
方
の

庄
園
で
の
諸
豪
族
は
、
多
く
郡
司
・
院
司
・
郷
司
・
弁
済
使
・
下
司
・
名
主

等
の
職
を
、
一
つ
ま
た
は
兼
帯
す
る
形
で
所
持
し
て
お
り
、
所
謂
職
の
所
有

者
た
る
諸
特
権
を
根
幹
と
し
て
在
地
領
主
化
す
る
と
い
う
性
格
を
帯
び
て

い
た
。
し
か
る
に
在
地
支
配
上
の
実
務
は
在
地
領
主
層
に
あ
り
な
が
ら
、
そ

の
実
務
遂
行
の
為
の
職
（
公
権
）
の
補
任
権
は
、
あ
く
ま
で
も
庄
園
領
主

（
中
央
貴
族
）
層
に
あ
っ
た
。
で
は
、
こ
こ
に
ふ
ら
れ
る
弁
済
使
職
は
ど
う

い
う
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
か
。
弁
済
使
に
つ
い
て
、
朝
河
貫
一
博
士
は
、
弁

済
の
語
義
は
貢
租
を
紬
済
す
る
と
い
う
こ
と
だ
が
、
思
う
に
薩
摩
の
弁
済
便

は
じ
め
に

「
建
久
図
田
帳
に
承
ら
れ
る
弁
済
使

（
イ
）
公
領
に
お
け
る
弁
済
便

（
ロ
）
社
寺
領
に
お
け
る
弁
済
使

二
、
弁
済
便
の
補
任
形
態

三
、
弁
済
使
の
機
能

む
す
び
に
か
え
て

法
政
史
学
第
三
十
号

鎮
西
島
津
庄
に
お
け
る
弁
済
使

は
地
方
の
財
政
行
政
を
主
管
す
る
武
士
で
あ
り
、
特
に
貢
租
の
一
部
を
荘
園

（
領
家
）
に
納
め
る
べ
き
地
方
（
つ
ま
り
他
の
部
分
を
国
衙
に
納
め
る
べ
き

（
１
）

所
）
に
漸
次
弁
済
便
が
起
っ
た
ら
し
い
と
い
わ
れ
る
。
九
州
に
ふ
ら
れ
る
弁

済
便
関
係
の
研
究
に
は
、
和
歌
森
太
郎
氏
の
ベ
ン
ザ
シ
や
ベ
ン
ザ
イ
船
の
存

（
２
）

在
と
弁
済
使
に
関
わ
る
基
本
的
な
考
察
が
あ
り
、
工
藤
敬
一
氏
は
島
津
圧
に

お
け
る
弁
済
便
補
任
文
書
形
式
か
ら
庄
務
機
構
の
変
遷
を
た
ど
り
、
庄
政
所

・
預
所
・
給
主
の
三
体
制
の
段
階
に
区
研
Ⅶ
、
各
々
地
域
的
所
務
の
個
別
的

知
行
体
制
や
年
貢
請
負
制
に
つ
い
て
論
じ
、
五
味
克
夫
氏
は
一
連
の
御
家
人

（
４
）

関
係
の
研
究
と
相
俟
っ
て
弁
済
使
関
係
を
指
摘
さ
れ
た
。
郡
山
良
光
氏
は
薩

摩
方
支
配
体
系
の
面
か
ら
、
庄
政
所
体
制
は
現
地
の
支
配
体
制
で
あ
り
、
京

都
領
家
政
所
で
は
早
く
か
ら
預
所
体
制
を
と
っ
て
い
た
と
い
う
観
点
か
ら
関

（
５
）

連
す
る
弁
済
便
の
進
退
権
等
を
取
扱
わ
れ
、
井
原
今
朝
男
氏
は
惟
宗
忠
久
の

身
分
的
地
位
・
性
格
を
見
究
め
る
上
で
、
公
武
両
制
度
の
諸
所
職
兼
帯
や
公

武
両
権
力
に
基
づ
く
役
割
を
検
討
し
、
国
衙
領
家
と
の
関
係
で
特
に
郡
司
弁

（
６
）

済
使
な
ど
の
所
職
安
堵
に
ふ
れ
て
い
る
。
勝
山
清
次
氏
は
島
津
庄
の
弁
済
使

（
７
）

と
は
別
個
に
、
国
司
制
度
上
の
位
置
か
ら
検
討
さ
れ
た
。

そ
こ
で
本
稿
は
、
諸
先
学
の
実
績
を
踏
ま
え
つ
つ
、
鎮
西
島
津
庄
に
お
け

井
原
政
純 ￣

一
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る
弁
済
使
に
関
し
て
、
一
体
如
何
な
る
歴
史
的
意
味
（
性
格
・
役
割
）
を
も

っ
た
も
の
な
の
か
と
い
う
観
点
に
立
ち
、
遠
隔
地
荘
園
制
構
造
の
一
端
を
さ

ぐ
る
こ
と
に
し
た
い
。

（
１
）
一
九
二
九
年
入
来
文
書
。

（
２
）
ニ
ン
ザ
シ
老
『
序
説
Ｅ
史
潮
四
四
号
。

（
３
）
「
九
州
庄
園
の
研
究
」
第
二
章
第
二
。

（
４
）
Ａ
「
島
津
圧
日
向
方
北
郷
弁
済
便
並
び
に
図
師
職
に
つ
い
て
」
（
日

本
歴
史
一
七
○
号
）
、
Ｂ
「
鎌
倉
時
代
の
御
家
人
並
び
に
島
津
荘

大
隅
方
の
荘
官
に
つ
い
て
」
（
鹿
児
島
史
学
十
二
号
）
そ
の
他
。

（
５
）
「
島
津
圧
薩
摩
方
の
支
配
体
系
」
（
鹿
児
島
史
学
十
一
号
）
ほ
か
。

（
６
）
「
荘
園
制
支
配
と
惣
地
頭
の
役
割
ｌ
島
津
荘
と
惟
宗
忠
久
ｌ
」
（
歴

史
学
研
究
四
四
九
号
）
。

（
７
）
弓
弁
済
使
』
の
成
立
に
つ
い
て
」
（
日
本
史
研
究
一
五
○
・
一
五

一
合
併
号
）
。

一
、
建
久
図
田
帳
に
み
ら
れ
る
弁
済
使

先
ず
弁
済
便
は
図
田
帳
に
お
い
て
如
何
な
る
所
領
構
成
に
承
ら
れ
る
の
で

（
８
）

あ
ろ
う
か
。
建
久
八
年
の
日
向
・
大
隅
・
薩
摩
の
三
国
の
図
田
帳
写
に
よ
る

と
、
島
津
庄
田
数
が
三
国
の
総
田
数
の
半
分
以
上
を
占
め
、
し
か
も
そ
れ
が

一
円
圧
と
呼
ば
れ
る
完
全
な
不
輸
不
入
権
の
庄
園
と
、
国
衙
と
庄
園
領
主
に

両
属
す
る
寄
郡
と
よ
ば
れ
る
不
完
全
な
庄
園
と
か
ら
成
っ
て
い
る
。
寄
郡
に

（
９
）

（
Ⅲ
）

つ
い
て
は
先
学
の
研
究
も
多
い
が
、
弘
安
七
年
七
月
一
日
の
関
東
下
知
状
に

「
島
津
圧
、
三
箇
国
錘
輌
大
隅
内
、
云
本
庄
、
云
寄
郡
、
云
私
領
、
所
務
各

別
也
、
本
庄
者
領
家
一
円
之
地
、
寄
郡
者
半
不
輸
、
私
領
者
領
家
地
頭
不
相

綺
」
と
あ
っ
て
、
三
国
総
田
数
の
約
三
分
の
一
強
に
当
る
約
五
千
町
歩
の
寄

鎮
囿
島
津
圧
に
お
け
る
弁
済
便
（
井
原
）

（
Ⅱ
）

郡
は
半
不
輸
と
さ
れ
て
い
る
。
半
不
輸
は
一
貝
租
の
一
部
を
庄
園
に
納
め
、
他

の
部
分
を
国
衙
に
納
め
る
と
い
う
性
質
の
も
の
で
あ
っ
た
。
半
不
輸
つ
ま
り

粗
を
半
ば
す
る
土
地
で
、
庄
園
と
国
衙
に
両
属
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
そ
こ

で
の
一
定
の
年
貢
の
納
済
・
収
納
・
弁
済
役
が
実
は
弁
済
便
で
あ
っ
た
。
尤

も
、
一
円
圧
で
は
下
司
が
そ
の
機
能
を
果
た
し
て
い
る
が
、
薩
摩
方
和
泉
圧

の
如
く
、
一
円
圧
で
伴
保
久
が
「
弁
済
便
下
司
職
」
に
補
さ
れ
て
い
る
と
い

（
胆
）

う
例
外
も
あ
っ
て
寄
郡
に
す
べ
て
弁
済
便
が
存
在
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
郡

・
郷
司
隠
の
在
地
領
主
が
弁
済
便
を
兼
ね
る
場
合
も
あ
れ
ば
、
「
社
寺
領
」

に
お
い
て
弁
済
便
が
み
ら
れ
る
場
合
も
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
建
久
図
田
帳
に
示
さ
れ
た
弁
済
便
の
歴
史
的
位
置
は
、
す
ぐ

れ
て
寄
郡
、
特
に
島
津
圧
政
所
の
庄
園
庶
務
機
構
の
一
環
と
し
て
の
承
に
考

察
さ
れ
て
よ
い
も
の
だ
ろ
う
か
。
ち
な
ゑ
に
、
建
久
八
年
六
月
の
図
田
帳
の

作
成
注
進
が
、
実
際
に
は
各
国
国
衙
の
在
庁
官
人
が
そ
の
作
業
に
当
り
、
国

衙
機
構
保
存
の
検
注
帳
以
下
基
本
的
帳
簿
類
が
ほ
ぼ
中
心
と
な
っ
て
い
る
も

の
で
あ
っ
て
ふ
れ
ば
、
そ
こ
で
の
弁
済
使
の
考
察
は
、
寄
郡
で
の
預
所
・
圧

政
所
の
支
配
機
構
の
象
な
ら
ず
、
そ
れ
以
上
に
か
か
る
在
地
で
の
国
衙
の
支

配
機
構
に
限
を
向
け
る
必
要
が
あ
る
。
平
安
末
以
降
、
公
領
（
公
田
）
に
お

い
て
弁
済
使
分
の
存
在
Ⅱ
記
載
が
承
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
事
実
上
「
領

家
の
沙
汰
」
で
あ
る
反
面
、
国
衙
上
の
所
当
な
い
し
公
事
に
つ
い
て
も
収
納

・
弁
済
す
る
行
使
権
（
職
）
が
存
在
し
え
た
と
解
さ
れ
る
。
や
が
て
国
司
制

度
の
衰
廃
と
共
に
、
国
衙
方
の
在
地
支
配
や
収
奪
を
の
が
れ
、
領
家
方
に
身

を
寄
せ
、
所
領
を
寄
進
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
所
職
を
得
、
在
地
支
配
を
身
近

か
に
展
開
し
て
い
く
こ
と
を
よ
し
と
し
た
在
庁
官
人
や
在
地
豪
族
の
動
向
と

彼
ら
の
在
地
領
主
化
が
、
少
な
か
ら
ず
弁
済
使
職
と
関
係
が
あ
っ
た
。
も
と

￣

＝
一

一
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よ
り
領
家
が
国
衙
よ
り
も
優
先
的
に
在
家
か
ら
の
所
当
年
貢
等
を
収
納
し
、

検
田
を
も
庄
官
を
し
て
遂
行
せ
し
め
た
寄
郡
・
半
不
輸
の
性
格
と
、
庄
園
領

主
（
中
央
権
門
）
の
支
配
機
構
お
よ
び
在
地
で
の
庶
務
機
構
の
形
成
・
変
化

の
歴
史
的
契
機
が
、
弁
済
使
の
存
在
・
機
能
に
大
き
く
影
響
を
与
え
た
こ
と

は
ま
ち
が
い
な
い
。
ま
た
、
弁
済
使
が
国
衙
・
領
家
い
ず
れ
の
側
か
ら
補
さ

れ
た
か
の
問
題
が
あ
る
が
、
管
見
の
限
り
領
家
方
の
史
料
が
多
い
。
し
か

し
、
「
庄
国
両
方
之
課
役
」
を
勤
仕
す
る
必
要
上
、
当
然
国
衙
の
承
認
（
許

（
週
）

可
）
も
必
要
で
あ
っ
た
と
考
え
ざ
る
を
え
な
い
。
蓋
し
、
残
存
す
る
国
衙
の

相
対
的
な
力
の
保
持
を
無
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
お
も
う
か
ら
で
あ

る
。（
イ
）
公
領
に
お
け
る
弁
済
使

建
久
八
年
薩
摩
国
図
田
帳
写
の
中
で
、
弁
済
便
に
関
わ
る
記
載
部
分
は
、

①
入
来
院
九
十
二
町
二
段
内
（
寺
社
領
中
略
）
公
領
七
十
五
町
内
嶋
津
御
庄
寄

郡
弁
済
使
分
五
十
五
丁
本
地
頭
在
庁
種
明
（
後
略
）
、
②
牛
尿
院
三
百
六

十
町
内
嶋
津
同
庄
寄
郡
右
衛
門
兵
衛
尉
（
中
略
）
幸
万
五
十
五
町
嶋
津
御
庄
方

弁
済
使
（
後
略
）
、
③
山
門
院
二
百
町
内
嶋
津
同
庄
寄
郡
（
中
略
）
公
領
百
七

十
五
町
六
段
地
頭
右
衛
門
兵
衛
尉
（
中
略
）
弁
済
便
分
二
十
七
町
名
主
嶋
津

御
庄
領
家
沙
汰
（
後
略
）
、
④
薩
摩
郡
三
百
五
十
一
町
三
段
内
（
寺
社
領
中

略
）
公
領
三
百
十
七
町
内
（
中
略
）
火
同
九
十
四
町
同
御
庄
寄
郡
嶋
津
御
庄

方
餅
済
縦
（
後
略
）
の
四
つ
の
郡
・
院
で
あ
る
。
何
れ
も
公
領
の
中
に
弁
済

：
ｋ

使
分
を
含
む
郡
郷
の
記
載
で
あ
る
が
、
①
③
④
は
郡
郷
の
中
に
寺
社
領
を
含

糸
、
か
つ
公
領
の
中
に
名
と
弁
済
使
分
を
含
む
形
態
で
あ
り
、
②
は
郡
郷
の

中
に
寺
社
領
を
含
ま
ず
、
公
領
の
中
に
名
と
弁
済
使
分
を
含
む
形
態
で
あ

る
。
何
れ
も
弁
済
使
分
ま
た
は
弁
済
使
と
い
う
記
載
に
よ
る
所
知
部
分
Ⅱ
公

法
政
史
学
第
三
十
号

領
が
嶋
津
御
庄
嘉
を
巌
兀
て
い
る
．
弁
済
使
分
た
る
形
態
も
郡
郷
に
お

け
る
領
知
権
の
性
格
・
変
質
と
関
係
を
も
ち
な
が
ら
、
公
領
内
部
に
弁
済
便

分
（
領
家
の
沙
汰
）
と
し
て
現
わ
れ
、
し
か
も
そ
れ
が
別
名
を
形
成
し
始
め

る
形
で
、
他
の
郷
司
分
等
と
共
に
地
域
的
に
分
割
さ
れ
て
い
く
傾
向
を
示
し

（
通
）

て
い
る
。
ま
た
、
弁
済
便
分
と
か
嶋
津
御
庄
方
弁
済
使
と
あ
る
の
は
、
③
に

、
、
、
、

示
さ
れ
た
名
主
嶋
津
御
庄
領
家
沙
汰
と
い
う
性
格
を
も
つ
も
の
と
解
さ
れ
る

が
、
島
津
惣
地
頭
と
し
て
公
領
（
公
田
領
知
権
）
の
分
掌
関
係
を
形
作
っ
て

い
る
存
在
で
あ
る
。
蓋
し
、
図
田
帳
に
お
け
る
公
領
と
私
的
所
領
と
の
統
一

的
領
知
の
対
象
は
、
「
両
者
を
統
一
的
に
把
握
・
支
配
し
て
行
こ
う
と
す
る

（
胆
）

上
級
領
主
（
権
門
Ⅱ
中
央
貴
族
）
的
立
場
か
ら
の
対
応
面
」
と
い
う
観
点
か

（
Ⅳ
）

ら
、
惣
地
頭
職
を
願
承
る
必
要
が
あ
り
、
そ
し
て
寄
進
先
の
本
所
領
家
政
所

に
お
け
る
在
地
支
配
の
対
応
面
、
例
え
ば
後
述
の
弁
済
使
の
補
任
権
や
機
能

等
と
関
連
し
て
把
え
て
い
く
必
要
が
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
公
領
の
分
割
性
Ⅱ

細
分
化
が
な
ぜ
弁
済
使
分
と
な
っ
て
現
わ
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、
弁
済

使
分
（
領
家
の
沙
汰
）
の
も
つ
公
領
と
し
て
の
歴
史
的
性
格
は
ど
う
い
う
も

の
だ
ろ
う
か
。
前
者
に
つ
い
て
は
、
寄
郡
成
立
に
当
っ
て
領
家
に
郡
司
や
在

（
旧
）

庁
官
人
ら
が
私
領
化
し
た
公
田
を
郡
単
位
で
寄
進
し
、
実
質
的
な
領
主
権
を

保
留
せ
ら
れ
た
現
わ
れ
で
あ
り
、
そ
の
所
領
上
の
性
格
は
半
公
半
私
的
な
土

地
形
態
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
公
領
に
お
け
る
職
の
分
化
、
郡
司
・
弁
済
使
職

兼
帯
の
分
解
、
庄
政
所
別
当
ら
の
弁
済
使
職
・
名
主
職
へ
の
ね
ら
い
と
執
勧

な
領
主
化
運
動
に
よ
っ
て
、
よ
り
公
領
の
分
散
化
を
来
し
た
所
に
あ
る
と
い

え
よ
う
。
後
者
に
つ
い
て
は
、
例
え
ば
①
の
入
来
院
の
場
合
、
公
領
内
の
弁

済
便
分
五
十
五
丁
も
所
領
耕
地
面
積
で
は
な
く
、
職
の
客
体
で
あ
る
所
定
の

（
四
）

公
田
（
公
領
）
の
限
定
部
分
た
る
性
質
の
も
の
と
老
追
え
て
差
支
え
な
い
と
お

四
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日向国図田帳写宇佐宮領（1913丁）

鎮
西
島
津
庄
に
お
け
る
弁
済
便
（
井
原
）

所領名’丁’所在 領 主

杷杵郡内

〃

宮崎郡内

那河郡内

〃

〃

〃

〃

宮崎郡内

〃

〃

〃

諸県郡内

〃

使済
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃

弁

士持太郎宣綱

宇佐大宮司公通宿禰俊家

故宇佐大宮司公通宿禰俊家

七郎助綱

土持太郎宣綱

字藤二不知実名

字三郎〃

宇田四郎〃

貞吉

〃

藤二〃

忠助

安本司〃

僧静蓮

庄
田
庄
庄
符
符
符
符
符
符
符
符
符
符

別
－
１
別
Ｉ
ｌ
Ｉ
Ｉ
別

木
日
冊

日
月
月
月

富
田
原
爪

別
野

原

名
居
崎
生
基
江
峯
田
佐

妓

岡
多
浮
広
新
鷹
竹
渡
茂
大
細
長
衾
伊

０
０
０
０
０
０
５
０
０
０
５
０
０
０

８
１
０
０
８
４
４
５
０
２
２
３
３
３

３
１

１

杷杵郡内

〃

〃

諸県郡内

宮崎郡内

児湯郡内

地頭故勲藤原左衛門尉

〃〃

〃〃

〃〃

〃 前掃部頭殿

〃〃

不知実名

〃

〃

〃

庄
庄
庄
庄
庄
殿

県
富
田
諸
宮
調

０
０
０
０
０
６

３
８
９
５
０
１

１
４
３

田
嶋
県
崎

妻万宮領（98丁）

領所領名’丁’所在 主

弁済便

（〃）

郡司

那河郡内

桐杵郡内

児湯郡内

宗遠

土持太郎宣綱

国高

江田社

高智尾社

漬水社

０
８
０

３
６

弥勒寺領（115町）
五

宮崎郡内

柏杵郡内

〃

領家八幡別当

〃

弁済便法印不知実名

地頭士持太郎信綱

〃

曳
見
高

船
塩
富

０
５
０

５
３
３

〃
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あ
う
。
た
だ
そ
の
行
使
権
は
、
す
ぐ
れ
て
庄
国
双
方
の
課
役
を
勤
仕
す
る
と

い
う
形
で
具
体
化
さ
れ
て
い
る
。

な
お
、
大
隅
国
図
田
帳
で
は
、
島
津
御
庄
領
筒
羽
野
の
条
に
貝
前
略
）

残
不
随
国
務
、
恋
弁
済
使
私
用
之
」
と
あ
っ
て
、
弁
済
便
の
存
在
が
一
部
う

（
別
）

か
が
購
え
る
。

（
巳
社
寺
領
に
お
け
る
弁
済
便

鎌
倉
初
期
の
社
寺
領
に
お
け
る
弁
済
便
を
知
る
に
、
建
八
久
年
の
日
向
国

図
田
帳
写
が
あ
る
。

整
理
し
た
表
を
承
る
と
、
領
主
名
の
記
載
は
一
地
域
に
一
人
と
な
っ
て
い

（
皿
）

る
。
宇
佐
宮
領
で
は
所
領
二
十
カ
所
中
十
四
カ
所
が
弁
済
使
、
六
カ
所
が
地

頭
と
な
っ
て
お
り
、
妻
万
宮
領
一
一
一
カ
所
で
は
弁
済
使
二
、
郡
司
一
、
弥
勒
寺

領
三
カ
所
で
は
領
家
八
幡
別
当
、
弁
済
使
一
、
同
地
頭
一
一
と
な
っ
て
い
る
。（型
）

な
お
、
豊
後
国
図
田
帳
に
も
宇
佐
宮
領
の
弁
済
使
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
。

次
に
、
大
隅
国
図
田
帳
に
、
大
隅
国
正
八
幡
宮
領
の
弁
済
便
の
記
載
は
見

（
羽
）

、
、
、
、

当
ら
な
い
が
、
注
目
し
た
い
占
州
に
、
正
宮
領
は
不
輸
と
応
輸
の
田
地
か
ら
な

っ
て
お
り
、
ま
た
半
不
輸
と
さ
れ
る
郡
・
院
の
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
帖
佐
郡

の
条
に
「
二
面
価
十
一
丁
大
正
宮
領
本
家
八
幡
地
頭
掃
部
頭
為
半

不
輸
、
正
税
官
物
者
、
弁
済
於
国
衙
也
」
と
あ
り
、
蒲
生
院
百
十
丁
九
段
半

に
も
同
様
の
記
載
が
あ
る
。
社
領
の
粗
の
半
分
を
国
衙
に
納
め
る
の
で
あ
る

が
、
国
衙
・
社
家
相
互
間
に
粗
の
精
算
納
入
を
担
当
す
る
者
は
、
お
そ
ら
く

郡
司
や
在
庁
官
人
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
、
半
不
輸
地
た
る
性
格
上
か
ら

弁
済
便
を
兼
ね
る
存
在
で
あ
っ
た
ろ
う
。
ま
た
大
隅
国
で
は
、
正
八
幡
宮
と

国
衙
と
の
関
係
が
す
ぐ
れ
て
一
体
と
な
っ
て
お
り
、
正
八
幡
宮
の
国
衙
的
機

法
政
史
学
第
三
十
号

能
面
の
強
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
う
し
た
状
況
は
、
寄
郡
な
ら
ぬ
半
不
輸

地
や
加
治
木
郷
の
如
く
「
不
弁
済
府
国
両
方
、
恐
私
用
也
、
動
不
随
国
務

也
」
と
あ
る
よ
う
に
、
正
宮
新
御
領
で
あ
り
な
が
ら
府
国
両
方
に
納
む
く
き

も
の
を
弁
済
し
な
い
と
い
う
内
容
か
ら
も
う
か
が
え
る
。
日
向
の
宇
佐
宮
領

や
弥
勒
寺
領
等
に
弁
済
使
が
存
在
し
た
の
も
、
寄
郡
な
ら
ぬ
半
不
輸
の
性
格

を
も
ち
、
す
ぐ
れ
て
国
衙
と
の
関
係
が
強
か
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
と
お
も
わ

（
型
）

れ
る
。

（
８
）
日
向
国
図
田
帳
写
（
鎌
倉
遺
文
第
二
巻
九
二
二
）
。
薩
摩
国
図

田
帳
写
（
同
九
二
一
一
一
）
。
大
隅
国
図
田
帳
写
（
同
九
二
四
）
。

（
９
）
Ａ
竹
内
理
三
氏
「
薩
摩
の
荘
園
Ｉ
寄
郡
Ｉ
」
。
Ｂ
石
母
田
正
氏

「
古
代
末
期
政
治
史
序
説
」
上
。
Ｃ
郡
山
良
光
氏
「
寄
郡
制
成

立
の
社
会
的
背
影
ｌ
島
津
荘
薩
摩
方
の
場
合
」
（
鹿
児
島
短
期
大

学
研
究
紀
要
創
刊
号
）
。
Ｄ
工
藤
敬
一
氏
、
前
註
３
、
鎮
西
島

津
庄
の
寄
郡
に
つ
い
て
。
Ｅ
鈴
木
国
弘
氏
「
鎮
西
島
津
圧
寄
郡

の
歴
史
的
位
置
ｌ
『
国
衙
直
領
』
研
究
序
説
ｌ
」
（
史
林
五
三
’

二
）
。
他
。

（
、
）
薩
藩
旧
記
前
編
巻
六
、
五
一
五
号
。

（
ｕ
）
舟
越
康
寿
氏
「
荘
園
に
お
け
る
不
輸
権
成
立
の
一
過
程
ｌ
半
不
輸

に
つ
い
て
ｌ
」
（
経
済
史
研
究
二
九
’
五
、
六
）
。
な
お
註
型
参
照
。

（
、
）
鎌
倉
遺
文
第
六
巻
三
八
六
七
、
一
一
一
八
七
五
。

（
昭
）
前
註
３
、
二
二
一
頁
。

（
ｕ
）
（
咽
）
（
蛆
）
前
註
９
．
Ｅ
論
考
参
照
。

（
Ⅳ
）
前
註
６
論
考
参
照
。

（
焔
）
永
原
慶
二
氏
「
日
本
封
建
制
成
立
過
程
の
研
究
」
「
日
本
の
中
世

社
会
」
参
照
。

（
四
）
入
間
田
宣
夫
氏
「
公
田
と
領
主
制
」
（
歴
史
三
八
輯
）
。
な
お
前
註

一一一一ハ
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二
、
弁
済
使
の
補
任
形
態

と
こ
ろ
で
、
島
津
庄
に
お
け
る
領
家
支
配
の
変
遷
と
圧
務
機
構
の
中
で
、

弁
済
使
は
ど
の
よ
う
な
補
任
形
態
を
と
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
点
、
工

藤
氏
や
郡
山
氏
、
井
原
今
朝
男
氏
ら
の
貴
重
な
論
考
が
あ
っ
て
注
目
す
る
所

が
多
い
。

こ
の
章
で
は
、
公
領
Ⅱ
お
し
な
べ
て
寄
郡
に
お
け
る
弁
済
使
の
補
任
を
中

心
に
、
そ
の
中
で
一
部
、
先
学
で
あ
ま
り
分
析
さ
れ
て
い
な
い
社
寺
領
に
お

け
る
弁
済
使
の
補
任
形
態
を
取
り
上
げ
て
ふ
た
い
。

（
ィ
）
安
元
元
年
か
ら
建
保
年
間
の
弁
済
便
の
補
任
形
態
の
中
で
、
最
も

特
色
た
る
べ
き
も
の
は
「
留
守
成
敗
」
に
よ
る
補
任
形
態
で
あ
る
。
島
津
圧

初
期
（
平
安
末
ｌ
鎌
倉
初
）
の
支
配
は
、
京
都
の
領
家
政
所
の
預
所
体
制
で

鎮
西
島
津
庄
に
お
け
岬
弁
済
使
（
井
原
）

９
．
Ｅ
論
考
参
照
。

（
卯
）
図
田
帳
以
外
の
他
の
史
料
で
は
、
大
隅
国
の
弁
済
使
が
多
く
出
て

く
る
。
例
え
ば
、
薩
藩
旧
記
前
編
所
収
の
文
書
な
ど
。

（
、
）
前
註
９
．
Ｂ
下
第
三
章
。

（
、
）
豊
前
到
津
文
書
・
鎌
倉
遺
文
第
二
巻
九
二
七
。
宇
佐
宮
の
弁
済
使

は
宇
佐
宮
関
係
者
（
祝
、
宇
佐
氏
、
神
官
）
で
「
地
頭
宮
沙
汰
」

と
な
っ
て
い
る
。
尚
、
宇
佐
宮
正
御
供
田
条
々
事
書
案
（
年
不
詳
、

大
分
県
史
料
到
津
文
書
二
八
五
号
）
の
収
納
便
（
こ
の
場
合
弁
済

便
と
同
義
）
は
、
御
供
田
成
敗
之
役
人
で
現
地
で
庄
務
に
擁
っ
て

い
る
。

（
羽
）
文
和
五
年
三
月
十
日
正
八
幡
宮
領
家
御
教
書
（
薩
藩
旧
記
前
編
十

九
、
一
九
九
五
号
）
に
は
、
正
八
幡
宮
領
大
隅
国
上
小
河
村
に
弁

済
使
が
い
た
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。

（
皿
）
前
註
２
、
十
三
頁
。

（
閉
）

あ
っ
た
。
就
中
、
島
津
忠
久
が
単
に
守
護
・
地
頭
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、

舳孵刎鰄柵蝋棚枇魂ⅦⅧ帥鰔川鮴ⅧⅢ岫川耐唾舳柵伽繩Ⅶ１脇鰄
所
宛
に
下
文
を
発
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
主
な
例
を
あ
げ
る

（
〃
）

（
留
）
ｌ

と
、
安
一
工
二
年
七
月
日
付
日
向
国
守
某
下
文
に
お
け
る
発
給
者
「
□
｜
守
一
沙

弥
」
梨
は
研
守
・
頽
所
で
の
左
兵
衛
尉
惟
宗
Ⅱ
島
津
忠
久
で
あ
露
。
幻
治

（
羽
）

三
年
五
月
一
一
一
日
付
源
頼
朝
下
文
に
お
け
る
薩
摩
国
牛
尿
院
郡
司
弁
済
使
職
補

任
で
は
、
「
仰
嶋
津
庄
惣
地
頭
惟
宗
忠
久
左
兵
衛
勵
宛
給
郡
司
弁
済
使
了
」
と

あ
っ
て
、
小
城
八
郎
重
道
の
名
が
載
せ
ら
れ
、
か
つ
「
重
道
已
無
相
伝
之
由

鰍
、
早
停
止
重
道
之
沙
汰
」
と
あ
っ
て
、
大
秦
元
光
が
重
道
に
代
り
元
の
如

く
郡
司
弁
済
使
を
安
端
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
場
合
も
惣
地
頭
た
る
忠
久
は
牛

尿
院
に
お
い
て
は
留
守
で
あ
る
。
尚
、
文
書
で
は
「
但
云
庄
方
、
云
国
荷
、

任
先
例
無
僻
怠
、
可
令
勤
仕
課
役
」
と
あ
り
、
牛
尿
院
が
庄
国
両
属
の
所
謂

半
不
輸
地
で
あ
る
こ
と
に
注
目
し
て
お
き
た
い
。
文
治
五
年
十
一
月
日
付
惟

（
弧
）

宗
忠
久
下
文
案
で
は
、
日
置
兼
秀
が
日
向
国
北
郷
弁
済
使
職
を
補
任
さ
れ
て

Ⅲ繩Ⅲ莚切蔑抓躬川洲瑚川加鳩蛛舳鮭齪鮴灘切纈・
国
徽
牝
協
地
頭
弁
済
使
職
に
平
八
成
直
が
安
堵
さ
れ
て
い
る
が
、
「
早
以
成

直
、
以
彼
地
頭
弁
済
使
、
無
相
違
可
今
安
堵
者
」
と
い
う
忠
久
宛
の
内
容
か

ら
、
ま
さ
し
く
圧
留
守
下
文
に
よ
っ
て
施
行
さ
れ
た
と
解
さ
れ
る
。

次
に
、
社
寺
領
に
お
け
る
弁
済
使
の
補
任
形
式
を
ゑ
た
い
。
管
見
の
限
り

次
の
史
料
は
、
日
向
国
字
佐
官
嶺
浮
田
庄
地
頭
弁
済
使
職
を
宇
佐
宿
弥
公
定

に
領
掌
す
る
内
容
の
、
建
仁
三
年
十
一
月
日
付
関
白
鑪
辨
家
政
所
下
文
翰
↑

七
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あ
っ
て
貴
重
で
あ
る
。

政
所
下
宇
佐
神
官
等

（
状
脱
力
）

可
且
依
先
度
政
所
下
文
、
且
任
亡
母
佐
伯
四
子
譲
丼
証
文
等
、
以
宇
佐

宿
禰
公
定
令
領
掌
宮
領
日
向
国
浮
田
庄
地
頭
弁
済
使
職
事
、

副
下
譲
状
井
証
文
等

右
彼
公
定
解
状
偶
、
件
庄
地
頭
弁
済
使
職
者
、
親
父
故
公
通
宿
禰
相
伝

私
領
、
相
副
調
度
文
書
於
手
継
、
譲
得
亡
母
故
佐
伯
四
子
後
、
任
□
状

賜
政
所
御
下
文
、
本
役
神
事
之
外
、
為
不
輸
免
年
来
領
掌
、
（
中
略
）
可

且
依
先
度
政
所
下
文
、
且
任
亡
母
譲
状
等
、
令
領
掌
公
定
之
状
、
所
仰

（
連
）

如
件
、
神
官
等
宜
承
知
、
不
可
遺
失
、
放
下
、

建
仁
三
年
十
一
月
日

案
主
中
原

別
当
宮
内
大
輔
藤
原
朝
臣
在
判

（
以
下
六
名
後
略
）

宇
佐
宮
公
定
の
親
父
は
宇
佐
大
宮
司
公
通
で
、
日
向
国
図
田
帳
に
は
宇
佐

宮
領
内
浮
田
庄
三
百
町
と
多
奴
木
田
十
町
の
各
弁
済
使
と
し
て
出
て
い
る
。

右
文
書
は
、
宇
佐
公
定
の
地
頭
弁
済
使
職
を
先
度
の
政
所
下
文
・
譲
状
・
証

文
等
に
よ
っ
て
領
掌
せ
し
め
、
「
神
官
等
宜
承
知
、
不
可
違
失
、
放
下
」
と

い
う
内
容
の
、
九
条
関
白
家
政
所
下
文
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
関
白
家
を
本

所
領
家
と
す
る
預
所
体
制
の
下
に
、
宇
佐
宮
領
浮
田
圧
の
地
頭
弁
済
使
職
が

領
掌
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
同
様
な
こ
と
は
、
宇
佐
官
領
浮
田
圧
以
外
の

同
宮
領
で
の
圧
や
別
符
に
お
け
る
弁
済
便
の
領
掌
形
式
も
、
お
そ
ら
く
関
白

家
政
所
の
留
守
と
し
て
の
も
の
で
あ
っ
た
と
解
さ
れ
る
。
妻
万
宮
領
江
田
社

に
お
け
る
弁
済
便
や
弥
勒
寺
領
船
曳
で
の
弁
済
便
の
場
合
も
、
権
門
領
家
の

預
所
体
制
に
よ
る
弁
済
使
の
補
任
、
領
掌
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

法
政
史
学
第
三
十
号

尚
、
薩
摩
国
の
社
寺
領
に
お
い
て
、
弁
済
使
に
関
わ
る
史
料
は
管
見
の
限

り
誠
に
少
な
い
。
そ
の
中
で
弁
済
使
の
存
在
を
示
す
貴
重
な
史
料
に
、
寛
元

（
脳
）

一
兀
年
八
月
十
日
付
五
大
院
主
迎
阿
大
間
帳
が
あ
る
。
新
田
宮
執
印
井
び
に
五
・

大
院
々
主
職
を
始
め
、
田
薗
所
領
所
帯
を
嫡
男
友
成
・
次
男
師
久
・
三
男
康

秀
以
下
三
子
の
間
に
譲
与
し
、
か
つ
次
男
以
下
の
分
の
課
役
等
を
記
載
し
て

あ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
次
男
左
兵
衛
尉
師
久
分
」
の
「
可
動
事
」
の
中
で
、

「
定
使
者
、
可
為
公
文
所
成
敗
、
小
弁
済
使
同
云
垈
と
あ
り
、
ま
た
「
三

男
右
兵
衛
尉
康
秀
分
」
の
「
可
勤
事
」
の
中
で
も
「
定
使
弁
済
使
者
、
可
為
『

公
文
所
成
敗
、
云
々
」
と
載
せ
ら
れ
て
い
る
。
蓋
し
、
小
弁
済
使
や
定
使
・

弁
済
使
の
存
在
し
た
こ
と
、
彼
ら
が
公
文
所
の
成
敗
で
あ
っ
た
こ
と
に
注
目

し
た
い
。

次
に
、
大
隅
八
幡
宮
領
で
の
初
期
の
弁
済
使
補
任
に
関
わ
る
史
料
は
管
見

困
難
で
あ
る
。
第
一
章
（
巳
で
承
た
如
く
、
帖
佐
郡
や
蒲
生
院
で
は
「
為

半
不
輸
、
正
税
官
物
者
、
弁
済
於
国
衙
也
」
と
あ
る
が
、
誰
が
納
済
役
で
あ

っ
た
か
は
記
さ
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
応
輸
田
は
国
方
所
当
弁
田
と
あ
っ

て
、
官
物
を
国
衙
に
弁
済
し
、
公
事
は
正
八
幡
宮
に
弁
済
す
る
半
不
輸
国
領
い

（
弧
）

で
あ
る
。
応
輸
田
や
国
領
で
の
所
知
者
に
は
郡
司
や
在
庁
官
人
な
い
し
地
方

豪
族
の
名
前
を
も
ち
、
府
国
両
方
の
弁
済
や
社
家
年
貢
の
納
済
、
国
司
の
主
澤

導
す
る
式
年
遷
宮
用
途
等
に
関
わ
る
国
衙
領
所
当
物
の
負
担
・
納
済
を
掌
っ

て
い
る
。

大
隅
国
図
田
帳
の
祢
寝
南
俣
の
記
載
に
、
正
八
幡
宮
（
鹿
児
島
神
宮
）
領
一

、
、

の
禰
寝
南
俣
四
十
丁
の
内
、
郡
本
三
十
丁
が
元
建
部
清
重
の
所
知
と
あ
り
、

そ
し
て
「
賜
大
将
殿
御
下
文
」
に
よ
っ
て
菱
刈
六
郎
重
俊
の
知
行
と
あ
り
、

、
、

同
じ
く
佐
汰
十
丁
は
建
部
高
清
が
同
御
下
文
に
よ
っ
て
知
行
し
て
お
り
、
就
宰

＝
－－

八
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中
、
社
家
へ
の
年
貢
納
入
額
と
し
て
、
郡
本
、
佐
汰
の
名
が
各
々
丁
別
廿
疋

と
定
め
ら
れ
て
い
る
。
他
方
、
正
八
幡
宮
の
本
家
は
石
清
水
八
幡
宮
で
あ

り
、
社
領
の
事
務
は
公
文
所
、
政
所
職
等
が
関
与
し
て
い
る
の
で
、
彼
ら
の

進
退
権
は
本
家
の
留
守
所
、
ま
た
は
公
文
所
・
政
所
の
成
敗
と
つ
な
が
り
が

あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
正
宮
領
の
国
衙
社
家
の
関
係
が
、
中
央
と
の
連
携

を
密
に
し
、
そ
こ
で
の
人
格
的
結
合
関
係
を
通
し
て
社
領
の
維
持
・
発
展
を

図
っ
た
こ
と
に
注
目
し
た
い
。

さ
て
紙
数
の
関
係
で
以
後
は
簡
単
な
指
摘
に
留
め
た
い
。

（
巳
寛
喜
元
年
か
ら
文
永
、
建
治
年
間
に
か
け
て
の
弁
済
使
職
の
補
任

状
況
を
み
る
と
、
「
島
津
庄
領
所
下
文
」
の
補
任
形
式
ｊ
硯
粉
れ
る
。
特
に

大
隅
国
肝
付
郡
鹿
屋
院
弁
済
使
職
が
伴
一
族
に
関
わ
る
史
料
を
み
る
と
、
こ

の
種
の
預
所
下
文
の
補
任
状
に
は
、
末
尾
に
「
預
所
花
押
」
「
預
所
僧
花
押
」

「
預
所
法
眼
和
尚
位
花
押
」
等
と
あ
っ
て
、
彼
ら
は
皆
一
乗
院
の
僧
で
あ
る
。

各
文
書
内
の
終
り
に
「
土
民
等
宜
承
知
、
敢
無
連
失
、
以
補
」
と
か
「
沙
汰

人
・
百
姓
等
宜
承
知
、
莫
違
失
、
故
下
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。

（
○
続
い
て
弘
安
四
年
か
ら
建
武
元
年
ま
で
の
弁
済
使
職
補
任
状
況
を

承
る
と
、
前
半
（
弘
安
四
年
ｌ
永
仁
七
年
）
で
は
先
の
「
預
所
下
文
」
に
よ

る
補
任
形
式
が
み
鰯
）
後
半
（
正
和
四
年
頃
か
ら
建
武
一
一
一
年
頃
）
で
は
、（〃）

工
藤
氏
の
指
摘
さ
れ
る
如
く
「
宛
行
型
」
の
補
任
形
式
が
現
わ
れ
て
く
る
。

中
で
も
大
隅
国
肝
付
郡
岸
良
村
で
も
伴
一
族
が
収
納
使
職
（
こ
の
場
合
弁
済

使
と
同
義
）
を
得
、
兼
俊
ｌ
兼
経
Ｉ
兼
益
Ｉ
兼
員
（
阿
仏
）
Ｉ
兼
石
へ
と
続

き
、
兼
石
の
弟
兼
基
以
後
は
独
自
の
伝
領
所
職
と
な
り
、
そ
の
子
兼
村
は
尼

真
理
に
よ
っ
て
収
納
使
職
を
安
堵
さ
れ
て
い
る
。

、

（
一
一
）
南
北
朝
期
の
補
任
形
態
は
、
当
初
に
お
い
て
島
津
御
圧
政
所
の
目

鎮
西
島
津
庄
に
お
け
る
弁
済
使
（
井
原
）

㈹
が
単
署
で
、
建
武
五
年
九
月
十
一
一
日
付
島
津
庇
駄
棚
方
禰
寝
院
収
納
職
を

建
部
辰
壬
丸
に
補
任
し
た
極
め
て
少
な
い
例
が
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
期
の

補
任
形
態
は
、
康
永
三
年
十
月
八
日
付
日
向
方
飲
肥
北
郷
の
弁
済
使
代
官
・

（
羽
）

収
納
使
職
が
藤
原
鶴
一
丸
に
関
わ
る
一
乗
院
政
所
補
任
下
文
に
関
連
し
て
、

そ
の
宛
行
権
が
給
主
に
付
せ
ら
れ
て
い
る
の
に
ふ
ら
れ
る
如
く
、
所
謂
給
主

体
制
型
の
補
任
で
あ
る
。
興
福
寺
一
乗
院
政
所
は
留
守
（
職
）
で
あ
り
、
絵
Ⅱ

主
（
こ
上
で
は
法
眼
和
尚
位
Ⅱ
琳
乗
）
も
一
乗
院
留
守
所
と
し
て
在
庄
し
て

はおらず、年須川輔を在地の収納使に全く依存するという個別的
知
行
体
制
で
あ
っ
た
。

（
ホ
）
こ
う
し
た
一
乗
院
家
の
請
所
的
な
給
主
体
制
宛
行
型
の
弁
済
使

（
収
納
便
）
補
任
形
態
は
、
や
が
て
島
津
氏
が
直
接
補
任
す
る
宛
行
型
に
か

わ
っ
て
い
Ⅵ
も
は
や
弁
済
使
職
も
、
前
代
の
領
家
職
の
請
所
的
機
能
か
ら

地
頭
請
所
的
機
能
へ
と
か
わ
っ
て
く
る
こ
と
に
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。（
妬
）
前
註
５
論
考
参
照
。

（
配
）
石
井
進
氏
「
鎌
倉
時
代
『
守
護
領
』
研
究
序
説
」
（
宝
月
圭
吾
先
一

生
還
暦
記
念
会
編
日
本
社
会
経
済
史
研
究
古
代
・
中
世
編
所
収
三

四
一
一
一
頁
）
。
ほ
か
に
、
前
註
６
論
考
参
照
。

（
”
）
平
安
遺
文
第
七
巻
一
一
一
七
七
三
。

（
詔
）
前
註
記
、
三
四
五
頁
。

（
羽
）
鎌
倉
遺
文
第
一
巻
二
三
一
一
一
。

（
弧
）
右
同
四
一
五
。

（
皿
）
右
同
第
二
巻
一
○
一
一
一
一
。
な
お
、
こ
こ
で
の
忠
久
の
下
文
は
昨

知
ら
れ
て
い
な
い
。
救
一
－
院
は
薩
摩
国
で
な
く
日
向
国
で
あ
る
。

一

九
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島
津
圧
の
七
割
を
占
め
る
寄
郡
で
の
弁
済
使
、
あ
る
い
は
社
寺
領
に
お
け

る
弁
済
使
は
、
ど
の
よ
う
な
役
割
を
も
つ
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
か
。

（
両
方
）

弁
済
使
職
の
補
任
状
に
は
、
「
為
令
勤
仕
庄
国
□
之
課
役
」
と
か
、
「
恒

例
臨
時
御
公
事
」
「
有
限
御
年
貢
以
下
恒
例
臨
時
御
公
事
」
「
有
限
御
年
貢
以

下
臨
時
恒
例
之
課
役
等
」
と
い
う
記
載
が
多
く
、
僻
怠
無
く
沙
汰
致
す
べ
き

こ
と
を
示
し
て
い
る
。
庄
に
お
け
る
支
配
体
系
と
そ
れ
に
関
係
す
る
庄
務
機

構
が
、
主
と
し
て
留
守
預
所
と
庄
政
所
体
制
、
そ
し
て
預
所
体
制
、
さ
ら
に

預
所
。
給
主
体
制
と
移
り
変
っ
て
い
く
過
程
に
お
い
て
、
各
時
期
そ
れ
ぞ
れ

’■、／■、〆、'■、

４１４０３９３８
、_ノ、=ノ、=ノＬノ

（
訂
）

'戸、

３６
ミーノ

'■、

３５
、_ノ

／■、′■、／■、

３４３３３２
、.'ミーノ、-'

三
、
弁
済
使
の
役
割

法
政
史
学
第
三
十
号

鎌
倉
遺
文
第
三
巻
一
四
○
九
。

右
同
第
九
巻
六
二
二
四
。

五
味
克
夫
氏
「
大
隅
国
建
久
図
田
帳
小
考
」
（
日
本
歴
史
一
四
二

号
）
。

鎌
倉
遺
文
第
九
巻
六
一
一
一
五
七
。
同
第
十
巻
七
四
六
二
。
同
第
十
二

巻
八
六
九
五
。
同
八
八
六
七
。
薩
藩
旧
記
前
（
五
）
四
○
一
。
Ⅲ

四
一
六
。

薩
藩
旧
記
前
（
六
）
四
九
七
。
同
（
七
）
六
五
五
。
同
六
六
四
な

ど
。

雌
藩
旧
記
前
（
八
）
八
○
○
・
同
八
○
九
な
ど
。

な
お
、
前
註
３
参
照
。

燗
湛
文
書
二
五
七
。

滕
摩
旧
記
前
（
十
五
）
一
六
四
三
。

前
証
３
論
考
参
照
。

肪
津
忠
久
宛
行
状
案
〔
隣
摩
旧
記
前
（
十
九
）
二
○
六
一
〕
。

補
任
さ
れ
た
弁
済
便
は
、
島
津
庄
の
も
つ
寄
郡
と
い
う
性
格
上
、
所
謂
半
不

輸
制
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
庄
園
・
国
衙
両
方
の
課
役
」
を
勤
仕
す
る

役
で
あ
っ
た
。
雌
摩
国
入
来
院
で
は
、
高
城
郡
司
伴
信
章
の
第
三
子
信
房

が
、
久
安
三
年
島
津
圧
政
所
の
下
文
に
よ
っ
て
入
来
院
の
弁
済
使
別
当
に
補

せ
ら
れ
、
よ
く
そ
の
職
を
勤
め
、
所
当
年
貢
を
京
都
の
領
家
に
輸
納
し
た
た

め
、
そ
の
功
に
よ
っ
て
新
た
に
薩
摩
郡
山
田
村
な
ら
び
に
高
城
郡
内
車
内
（
東

（
妃
）

郷
）
の
地
頭
職
を
兼
任
せ
ら
れ
て
い
る
。
蓋
し
、
国
衙
・
領
家
に
対
し
て
は

貢
租
を
僻
怠
な
く
輸
納
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
と
こ
ろ
で
、
「
庄
国
双
方
」

へ
の
経
済
負
担
が
ど
の
よ
う
な
割
合
で
あ
っ
た
か
は
、
平
安
末
か
ら
鎌
倉
初

期
に
か
け
て
史
料
上
に
櫛
兇
す
る
も
の
が
な
く
困
難
で
あ
る
が
、
建
長
二
年

（
卿
）

十
二
月
Ⅱ
付
朧
摩
入
来
院
内
村
々
田
地
年
貢
等
注
文
に
よ
る
所
領
配
分
に
よ

っ
て
み
る
と
、
領
家
方
は
入
来
院
全
体
で
七
十
石
、
国
衙
分
九
十
二
石
、
地

頭
得
分
（
く
に
か
た
の
御
米
の
あ
ま
り
を
く
わ
え
た
る
定
）
七
十
二
石
九
斗

余
り
と
い
う
配
分
に
な
っ
て
い
る
。
た
だ
し
こ
れ
ら
は
、
入
来
院
に
入
部
し

た
渋
谷
氏
の
下
地
進
止
権
に
よ
っ
て
収
取
が
行
な
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、

図
田
帳
記
救
当
時
（
延
之
八
年
）
の
入
来
院
の
公
領
七
十
五
町
嶋
洋
御
座
寄
郡

は
、
こ
こ
で
は
一
九
三
町
八
段
三
十
五
代
の
水
田
と
な
っ
て
お
り
、
ま
た
弁

済
使
分
五
十
五
丁
本
地
頭
在
庁
種
明
の
系
譜
を
ひ
く
と
考
え
ら
れ
る
伴
信
俊

ら
は
、
塔
原
名
主
と
し
て
渋
谷
氏
の
支
配
下
に
従
属
し
て
お
り
、
図
田
帳
当

時
の
公
領
た
る
弁
済
使
分
と
郡
名
分
と
い
う
二
分
割
領
知
も
こ
の
建
長
年
間

で
は
見
ら
れ
な
い
。
し
か
し
、
所
当
を
庄
国
両
方
に
弁
済
す
る
と
い
う
寄

郡
、
す
な
わ
ち
荘
園
と
国
衙
と
に
両
属
し
て
い
る
半
輪
粗
の
地
で
あ
っ
た
こ

と
に
は
か
わ
り
は
な
い
。
時
代
は
下
る
が
、
徳
治
三
年
正
月
日
付
の
平
氏
連

（
“
）

署
和
与
状
で
は
、
入
来
院
清
敷
南
方
色
々
御
公
事
配
分
事
齢
蝿
鈩
と
し
て
、

四
○
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（
前
略
）

一
国
衙
御
米
三
石
七
斗
八
舛
九
合
一
夕
三
才
八
分
内

三
斗
七
舛
九
合
清
敷
御
分

（
中
略
）

一
国
司
領
家
御
年
貢
銭
二
貫
百
廿
一
文
内
一
一
一
酬
枕
麺
十
一
文
領
家
御
か

国
司
御
分

（
御
脱
力
）

此
内
二
百
十
二
文
一
分
清
敷
分

一
領
家
御
米
三
石
七
斗
三
舛
五
合
七
夕
三
才
八
分
内

三
斗
七
舛
三
合
五
夕
八
才
清
敷
御
分

（
後
略
）

と
あ
り
、
庄
国
双
方
の
公
事
配
分
が
示
さ
れ
て
い
る
。

次
に
、
他
の
史
料
に
よ
っ
て
弁
済
使
の
役
割
を
検
討
し
て
み
た
い
。

弁
済
使
が
「
大
宰
府
之
大
政
官
符
」
に
よ
る
公
事
勤
仕
の
請
文
を
出
し
、

公
的
臨
時
諸
役
を
勤
仕
す
る
役
割
を
も
っ
た
山
槐
記
治
承
四
年
三
月
五
日
の

条
が
あ
る
。

日
向
国
弁
済
使
右
官
掌
職
直
、
輪
田
泊
石
掠
造
築
役
事
賜
便
路
諸
国
官
符

到
来
、
可
出
請
文
由
仰
了
、
為
後
代
彼
案
文
井
請
文
案
召
取
続
暦
、

大
政
官
符
太
宰
府

応
下
知
管
内
諸
国
雑
物
運
上
船
梶
取
水
手
下
向
時
、
人
別
三
ヶ
日
勤

仕
摂
津
国
大
輪
泊
石
掠
造
築
役
事

（
中
略
）

日
向
国
雑
掌
調
成
安
解
申
請
官
符
事
、

壱
紙
（
中
略
）

右
去
二
月
廿
日
下
大
宰
府
之
大
政
官
符
今
日
到
来
、
価
、
（
中
略
）
、

敏
、
依
請
者
、
価
所
請
如
件
、
謹
解
、

治
承
四
年
三
月
五
日
雑
掌
調
成
安

鋲
西
島
洋
圧
に
お
け
る
弁
済
便
（
井
原
）

す
な
わ
ち
、
摂
津
国
大
輪
田
泊
石
掠
造
築
役
事
に
関
す
る
日
向
国
弁
済
使

右
官
掌
職
直
の
請
文
で
あ
る
が
、
日
向
国
弁
済
使
職
直
が
「
右
官
掌
」
と
い

う
公
的
な
身
分
地
位
を
具
有
し
た
こ
と
に
注
目
し
た
い
。
古
く
は
弁
済
使
も

（
妬
）

国
雑
掌
の
一
環
と
し
て
存
在
し
、
公
的
性
格
や
役
割
を
も
っ
た
も
の
で
あ
っ

た
こ
と
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

次
に
、
弁
済
使
僧
が
庄
官
と
し
て
日
向
国
櫛
間
院
田
畠
の
検
注
に
参
加

し
、
目
録
の
作
成
・
報
告
者
の
役
割
を
担
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
も
の
に
、

（
妬
）

安
直
三
年
二
月
日
付
櫛
間
院
田
畠
目
録
が
あ
る
。
内
容
は
同
二
年
時
の
御
検

江
田
畠
の
調
査
・
報
告
書
で
あ
る
が
、
報
告
者
の
公
文
（
平
姓
）
・
弁
済
使

僧
（
実
名
不
明
）
・
書
生
（
伴
姓
）
ら
は
庄
官
で
あ
り
、
地
頭
の
御
使
兼
留

守
前
安
芸
守
藤
朝
臣
は
、
忠
之
の
子
忠
時
と
い
わ
れ
る
。

櫛
間
院
は
建
久
八
年
日
向
国
図
田
帳
で
は
、
「
寄
郡
八
百
十
七
町
」
の
内
、

「
櫛
間
院
三
百
丁
宮
崎
郡
内
地
頭
右
兵
衛
尉
殿
忠
久
」
と
載
っ
て
お
り
、
弁
済
使
も

存
在
し
、
所
謂
半
不
輸
地
の
性
格
を
も
つ
も
の
で
あ
っ
た
。
建
久
図
田
帳
期

て、こ上での住民に課せられた年貢状況をみてふると、（Ｕ
よ
り
七
十
一
年
後
の
文
永
五
年
一
一
一
月
廿
五
日
付
櫛
間
院
年
貢
注
文
を
通
し

櫛
間
院
御
年
貢
事

一
定
田
三
百
二
十
七
丁
一
段
四
丈

畔
崎
御
分
丁
別
六
十
五
賞
四
百
三
十
六
文
段
別
什
文
定

一
得
田
一
一
百
六
十
一
丁
七
段
一
一
丈

分
面
付
百
二
貧
七
十
八
文
鍛
州
に
鍬
弛
錘
蒔

半
分
御
免
残

一
桑
代
十
三
貧
百
二
十
二
文

一
色
革
三
十
枚
代
十
五
貫
文
一
段
別
五
百
文
定

以
上
百
九
十
五
賞
六
百
三
十
六
文

四
一
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西
方
九
十
七
貫
八
百
十
八
文

東
方
九
十
七
賞
八
百
十
八
文

此
外
一
方
分
西
方
、

（
縢
）

色
革
十
枚
、
行
騰
革
一
懸
作
亟
雄
打
、

沓
一
足
代
五
百
文
、
廿
葛
一
瓶
子
、

雑
紙
百
帖
壷
什
榊
壗
栖
胡
厭
、

文
永
五
年
一
一
一
月
一
一
十
五
日

こ
れ
に
よ
る
と
、
年
貢
は
す
べ
て
銭
納
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
、
少
な
く

と
も
京
都
本
所
領
家
へ
の
輸
送
関
係
か
ら
物
納
は
甘
蔦
が
瓶
子
一
杯
と
雑
紙

百
帖
等
で
あ
る
。
租
税
は
土
地
す
な
わ
ち
定
田
、
得
田
に
課
せ
ら
れ
る
屯
の

ム
カ
パ
キ

と
、
調
に
当
る
桑
代
、
色
革
代
が
あ
り
、
雑
税
と
し
て
色
革
、
行
縢
革
、
沓
、

廿
葛
、
雑
紙
が
あ
っ
た
。
定
田
と
得
田
と
桑
代
の
合
計
が
一
九
五
賞
六
三
六

文
で
あ
っ
て
、
こ
れ
を
西
方
と
東
方
と
各
々
半
分
（
九
七
賃
八
一
八
文
）
づ

つ
負
担
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
が
、
西
方
は
色
革
・
行
縢
革
・
沓
・
雑
紙

（
岨
）

を
納
め
て
い
る
関
係
か
ら
東
方
よ
り
に
少
し
広
か
っ
た
と
お
も
わ
れ
る
。

薩
摩
国
島
津
御
庄
寄
郡
内
の
牛
尿
院
に
お
い
て
も
、
建
長
八
年
八
月
十
日

（
⑬
）

す
（
香
付
子
）

付
沙
汰
人
「
平
国
則
進
済
状
」
に
、
ぬ
い
ち
り
・
か
ふ
し
の
染
物
・
れ
ん
て

（
生
絹
）

ん
の
あ
さ
き
・
梅
の
こ
ん
・
す
Ｌ
し
の
は
ち
し
や
う
の
こ
そ
て
の
ぎ
ぬ
・

（
細
美
）

さ
い
ひ
の
ぬ
の
が
載
せ
ら
れ
、
い
わ
ゆ
る
雑
物
が
領
家
方
へ
一
貝
納
さ
れ
て
い

る
。同
じ
く
島
津
庄
寄
郡
内
の
大
隅
方
肝
付
郡
内
岸
良
村
に
お
い
て
は
、
文
保

（
卵
）

三
年
岸
良
村
の
領
家
方
年
貢
料
十
貫
文
を
幌
填
理
が
受
け
取
っ
て
い
る
。
ま

た
元
亭
二
年
分
と
し
て
、
栄
寂
年
貢
受
取
状
で
も
十
貫
文
と
載
せ
ら
れ
て
お

法
政
史
学
第
三
十
号

り
、
領
家
方
年
貢
が
一
一
一
三
○
年
代
前
後
、
十
貫
文
と
定
め
ら
れ
て
い
た
こ

と
が
知
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
領
家
方
年
貢
は
、
岸
良
村
弁
済
使
伴
氏
の
進
済

す
る
役
割
の
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

次
に
、
寺
領
に
お
け
る
年
貢
納
済
状
況
を
弁
済
使
と
の
関
係
で
ふ
る
に
、

島
津
圧
で
は
な
い
が
、
筑
前
観
世
音
寺
御
領
に
お
い
て
ゑ
て
ゑ
た
い
。

東
大
寺
末
寺
観
世
音
寺
御
領
金
生
御
封
注
進
（
鎌
十
一
一
一
・
九
八
四
四
）

文
永
四
年
御
年
貢
米
送
文
事

合
単
米
騨
拾
石
伍
斗
定

正
米
三
十
石

雑
用
十
石
五
斗
三
斗
五
升
ち
ん

甘
蔦
弐
久
里

右
、
件
御
年
貢
米
者
、
為
本
寺
運
上
、
附
梶
取
貞
廷
、
所
運
上
如
件
、

文
永
五
年
正
月
廿
九
日

政
所
僧
（
花
押
）

封
司
僧
（
花
押
）

（
円
良
）

弁
済
使
僧
（
花
押
）

こ
れ
は
、
東
大
寺
末
寺
観
世
音
寺
領
の
「
筑
前
（
鞍
手
郡
）
金
生
御
封
年

貢
米
送
文
」
（
表
参
照
）
で
、
い
わ
ゆ
る
寺
領
に
お
け
る
弁
済
使
僧
（
円
良
）

ら
の
役
割
と
し
て
、
御
年
貢
米
等
の
納
済
・
運
上
に
関
わ
る
も
の
で
あ
る
。

同
関
係
史
料
を
表
で
ゑ
る
と
、
年
貢
米
（
単
米
Ⅱ
正
米
、
雑
用
米
）
の
ほ
か
、

物
納
と
し
て
甘
葛
の
場
合
と
糒
・
薦
・
甘
葛
の
場
合
が
示
さ
れ
て
い
る
。
弁

済
便
の
役
割
は
年
貢
米
等
を
い
か
に
納
済
す
る
か
と
い
う
点
で
、
具
体
的
に

か
ん
ど
り

は
「
附
梶
取
貞
延
、
所
運
上
如
件
」
と
あ
る
如
く
、
梶
取
を
附
し
た
運
上

四
一
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鎮
西
島
津
庄
に
お
け
る
弁
済
便
（
井
原
）

筑前観世音寺御領金生御封文永４年分御年貢米送文

史料雑用米米 そのほか史料月日 合単米 正

鎌（13）
９８０５

石斗升
４７１20Ｍ７ｋｌ』5Ｗ文永４．１１．２１

同
甘葛弐久里１０．５．０

３斗５升ちん
９８４４文永５.正.２９ 3０－０．０4０．５．０

定

糒１石

薦１０枚

同3４．３．０

内
１０２３５文永５．４．２２ 1３．７．２4８．０．２ 石

斗
１
８

豆
豆
大
小

甘薦定

同3４．３．０

内

文永５．７．１ １０２７０石
斗

１
８

豆
豆
大
小

に
、
そ
の
機
能
の
一
端
が
知
ら
れ
る
こ
と
に
注
目
し
た
い
。

こ
の
よ
う
に
ふ
て
く
る
と
、
弁
済
使
は
、
初
期
に
あ
っ
て
は
国
方
（
国
事
）

の
弁
済
に
た
ず
さ
わ
っ
た
こ
と
も
あ
っ
た
が
、
そ
の
主
た
る
機
能
は
、
島
津

庄
寄
郡
な
い
し
半
不
輸
と
い
う
庄
園
機
構
に
あ
っ
て
、
庄
国
両
方
の
課
役
を
》

勤
仕
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
入
来
院
清
色
村
南
方
に
ふ
ら
れ
る
よ
う
に
、
地

利
・
所
当
は
国
衙
、
領
家
に
二
分
さ
れ
、
雑
公
事
は
領
家
に
属
す
る
と
い
う

（
皿
）

状
況
を
承
る
こ
と
が
で
き
、
日
向
櫛
間
院
で
も
所
当
年
一
旦
の
半
分
が
領
家

へ
、
雑
公
事
も
領
家
へ
送
ら
れ
、
薩
摩
方
牛
尿
院
で
も
雑
公
事
が
領
家
方
へ

納
済
さ
れ
て
い
る
。
弁
済
使
職
そ
の
も
の
が
領
家
方
の
補
任
に
依
る
も
の
で

あ
る
以
上
、
領
家
方
へ
の
年
貢
納
済
の
役
割
は
当
然
で
あ
る
が
、
他
方
、
国
．

衙
方
へ
の
納
済
も
無
関
心
で
あ
っ
た
と
は
お
も
え
な
い
。
寄
郡
が
半
不
輸
制

で
あ
る
以
上
、
少
く
と
も
そ
の
性
格
か
ら
は
国
衙
へ
の
役
割
に
も
関
わ
る

も
の
で
な
け
れ
ば
意
味
を
な
さ
な
い
。
寺
領
で
は
、
弁
済
使
僧
が
政
所
僧
ら

と
共
に
、
年
貢
米
・
雑
公
事
を
本
寺
へ
納
済
・
運
上
す
る
役
割
を
も
っ
て
い

た
こ
と
が
う
か
が
え
た
が
、
島
津
庄
で
も
同
様
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
か
。

な
お
、
弁
済
使
が
年
貢
米
や
雑
公
事
等
の
運
上
「
船
」
に
関
係
す
る
部
分

の
役
割
を
間
接
的
に
も
っ
て
い
た
と
解
し
た
い
。
前
記
文
永
五
年
の
史
料
に

「
件
御
年
貢
米
者
、
為
本
寺
運
上
、
附
梶
取
貞
延
、
所
運
上
如
件
」
あ
る
所

か
ら
推
察
さ
れ
る
し
、
ま
た
薩
摩
・
大
隅
・
日
向
に
お
け
る
弁
済
使
の
所
在

す
る
圧
や
名
・
別
符
等
の
地
形
的
特
色
が
河
川
・
海
上
に
近
く
、
そ
れ
ら
の

（
記
）

交
通
機
能
を
活
用
し
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

む
す
び
に
か
え
て

一
、
島
津
圧
を
中
心
と
す
る
弁
済
便
に
つ
い
て
若
干
の
考
察
を
し
て
き
た

四
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が
、
そ
の
歴
史
的
意
味
（
性
格
・
役
割
）
に
お
け
る
最
も
重
要
な
こ
と
は
、

弁
済
便
は
お
し
な
べ
て
領
家
側
の
収
取
体
制
の
性
格
を
も
つ
も
の
で
あ
る
と

は
い
え
、
対
応
す
る
性
格
面
で
は
国
衙
と
の
関
係
を
無
視
し
て
考
え
ら
れ
な

い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
公
領
や
社
寺
領
に
お
い
て
弁
済
使

に
関
わ
る
歴
史
的
存
在
・
機
能
面
を
、
国
衙
Ⅱ
国
司
の
も
つ
相
対
的
な
強
さ

と
機
能
を
否
定
し
て
見
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
の
で
あ
る
。
薩
摩
国
図
田
帳

に
「
弁
済
使
分
」
（
領
家
沙
汰
）
と
あ
る
公
領
も
、
少
く
と
も
国
衙
と
の
関

係
で
は
一
定
の
「
職
」
の
保
持
者
以
上
の
も
の
た
り
え
な
か
っ
た
が
、
領
家

の
関
係
で
は
所
領
寄
進
に
よ
る
「
職
」
の
保
留
Ⅱ
実
質
的
領
主
権
の
保
留
と

な
っ
て
現
わ
れ
、
庄
国
領
主
側
へ
一
定
の
年
貢
収
納
・
弁
済
の
役
を
負
う
と

い
う
一
庄
官
の
性
格
を
帯
び
て
現
わ
れ
る
。
勿
論
、
こ
う
し
た
在
地
領
主
の

現
実
的
な
力
の
増
大
と
国
衙
力
の
低
下
と
い
う
状
況
も
考
慮
さ
れ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
が
、
そ
れ
に
し
て
も
十
二
世
紀
中
半
か
ら
十
三
世
紀
初
頭
の
著
し

い
特
色
は
、
寄
進
地
系
荘
園
の
展
開
・
発
展
に
お
い
て
ふ
ら
れ
る
、
「
国
衙
」

の
残
存
の
権
力
機
構
、
な
ら
び
に
「
中
央
権
門
」
の
い
わ
ゆ
る
庄
園
領
主
権

と
し
て
の
機
能
お
よ
び
預
所
・
庄
政
所
体
制
で
あ
り
、
そ
し
て
此
の
両
者
に

直
接
ま
た
は
間
接
に
関
係
を
も
た
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
「
在
地
領
主
」
の
動

向
に
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
両
者
の
大
な
り
小
な
り
の
権
力
機
構
の
中
に
あ
っ

て
、
「
弁
済
便
」
出
現
の
契
機
と
い
う
も
の
は
、
国
衙
権
力
の
強
さ
が
維
持

さ
れ
つ
つ
も
、
当
初
は
国
家
的
支
配
権
の
行
使
権
（
職
）
を
も
つ
郡
司
や
在

庁
官
人
ら
が
弁
済
使
に
相
応
す
る
機
能
を
全
う
し
て
い
た
し
、
就
中
、
寄
進

地
系
荘
園
成
立
過
程
を
通
し
て
寄
郡
の
性
格
上
、
「
半
不
輸
」
た
る
庄
園
機

構
の
中
に
、
お
し
な
べ
て
領
家
の
沙
汰
た
る
弁
済
便
が
明
確
に
出
現
し
て
く

る
と
い
う
所
に
あ
る
。

法
政
史
学
第
三
十
号

二
、
弁
済
使
本
来
の
出
現
は
、
島
津
圧
に
お
け
る
寄
郡
が
半
不
輸
と
い
う

土
地
の
性
格
に
よ
っ
て
ふ
ら
れ
る
と
い
う
従
来
の
説
は
、
少
な
か
ら
ず
妥
当

性
を
も
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
寄
郡
の
み
な
ら
ず
、
日
向
宇
佐
宮
領
や
弥
勒

寺
領
等
の
如
く
、
社
寺
領
に
お
い
て
も
ふ
ら
れ
る
。
と
す
れ
ば
、
①
寄
郡
化

さ
れ
、
＠
社
寺
領
化
さ
れ
、
Ｏ
国
衙
機
能
残
存
Ⅱ
国
領
化
（
国
方
所
当
弁
田

の
如
き
半
不
輸
の
国
領
）
さ
れ
た
地
に
お
い
て
、
庄
国
両
属
あ
る
い
は
社
寺

領
家
と
国
衙
の
双
方
に
お
け
る
公
権
の
収
取
体
制
Ⅱ
所
当
を
二
分
す
る
行
使

権
（
職
）
が
必
要
と
さ
れ
る
に
い
た
り
、
そ
の
場
合
、
①
。
、
に
す
ぐ
れ
て

弁
済
使
が
現
わ
れ
て
く
る
。
①
に
お
け
る
弁
済
便
は
、
領
家
年
貢
の
収
納
・

弁
済
老
た
る
一
庄
官
で
あ
っ
て
、
先
学
の
論
考
上
に
取
り
扱
わ
れ
て
い
る
。

＠
に
お
け
る
弁
済
便
は
、
日
向
の
宇
佐
宮
領
等
に
ふ
ら
れ
、
そ
こ
で
の
弁
済

便
は
や
は
り
権
門
領
家
へ
年
貢
納
済
す
る
庄
官
で
あ
っ
た
。
Ｏ
は
大
隅
国
正

八
幡
宮
領
の
帖
佐
郡
や
蒲
生
院
の
如
き
半
不
輸
地
た
る
所
、
お
よ
び
正
八
幡

宮
領
応
輸
田
た
る
国
方
所
当
弁
田
の
半
輪
国
領
の
場
合
で
あ
っ
て
、
専
ら
郡

司
や
在
庁
官
人
ら
が
収
納
・
弁
済
の
役
に
当
っ
て
い
る
。

三
、
弁
済
使
職
の
補
任
形
態
は
、
（
イ
）
領
家
政
所
の
預
所
体
制
の
中
で

の
、
所
謂
島
津
庄
留
守
に
よ
る
補
任
形
態
、
お
よ
び
社
領
本
家
政
所
体
制
に

よ
る
弁
済
使
の
補
任
形
態
↓
（
巳
社
領
関
係
の
弁
済
使
が
公
文
所
成
敗
で

あ
る
場
合
、
そ
し
て
寄
郡
関
係
で
は
島
津
庄
預
所
体
制
の
、
所
謂
預
所
下
文

に
よ
る
補
任
形
態
↓
（
ｃ
預
所
下
文
に
よ
る
場
合
と
宛
行
型
の
補
任
形
態

↓
（
二
）
預
所
〔
目
代
〕
お
よ
び
給
主
制
に
よ
る
補
任
形
態
↓
余
）
島
津

氏
に
よ
る
直
接
の
補
任
形
態
と
い
う
よ
う
に
考
察
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

四
、
弁
済
使
の
役
割
は
、
半
不
輸
と
い
う
性
格
と
の
関
係
で
大
き
く
影
響

（
別
）

さ
れ
る
。
と
も
か
く
、
地
利
・
所
当
は
国
司
。
領
家
に
二
分
さ
れ
、
雑
公
事

四
四
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は
領
家
に
納
済
さ
れ
る
と
い
う
機
能
が
多
く
ゑ
ら
れ
、
そ
こ
に
島
津
圧
に
お

け
る
一
般
的
な
半
不
輸
の
性
格
を
ふ
る
こ
と
が
で
き
る
。
就
中
、
弁
済
使
は

一
定
の
年
貢
進
納
の
役
Ⅱ
精
算
・
収
納
・
納
済
・
運
上
等
に
関
わ
る
一
連
の

役
割
を
も
つ
も
の
で
あ
っ
た
。

（
兜
）

'■、′■、′■、′、′■、′■、′■、

５２５１５０４９４８４７４６
、.ノ、=ノ、-'、-'Ｌノ、_ノ、.'

／、′■、／■、

４５４４４３
、=ノ、.ノ、_ノ

（
狸
）
薩
摩
国
入
来
院
弁
済
便
別
当
伴
信
房
解
状
（
平
安
遺
文
第
六
巻
二

鎮
西
島
津
庄
に
お
け
る
弁
済
使
（
井
原
）

右
何
九
○
二
。

そ
の
ほ
か
の
例
と
し
て
、
元
応
元
年
十
一
月
十
四
日
付
薩
摩
入
来

院
塔
原
領
家
方
夏
物
年
貢
請
取
状
（
入
来
院
家
文
書
一
二
九
）
。

「
薩
摩
」
入
来
院
（
清
色
川
・
川
内
川
）
、
新
田
八
幡
宮
・
五
大
院

（
川
内
川
・
束
支
那
海
）
、
小
河
院
百
引
村
（
鹿
児
島
湾
）
、
同
上

小
川
（
鹿
児
島
湾
）
、
牛
尿
院
（
川
内
川
）
、
「
大
隅
」
鹿
屋
院
（
鹿

児
島
湾
）
、
肝
付
郡
岸
艮
村
（
太
平
洋
・
日
向
灘
）
、
「
日
向
」
宇

佐
宮
領
の
岡
富
庄
（
東
海
湾
）
、
新
名
爪
別
府
・
瓜
生
野
別
符
・

細
江
別
符
・
長
峰
別
符
・
大
基
別
符
・
浮
田
圧
な
ど
（
大
淀
川
）
、

鎌
倉
遺
文
第
十
一
巻
八
○
一
六
。

薩
藩
旧
記
前
（
九
）
八
六
六
。

串
間
市
郷
土
史
一
○
六
頁
。

鎌
倉
巡
文
第
六
巻
三
八
一
四
。

右
同
第
十
三
巻
九
八
九
九
。

済
便
な
る
も
、
請
文
〈

て
い
る
と
指
摘
す
る
。

「
入
来
文
書
」
所
収
岡
元
家
文
書
九
。

勝
山
氏
は
（
前
註
７
）
、
文
書
の
発
給
老
た
る
国
雑
掌
が
実
体
と

し
て
は
弁
済
使
で
あ
り
、
官
符
の
請
文
を
前
し
た
の
は
日
向
国
弁

済
便
な
る
も
、
請
文
の
中
で
は
「
日
向
国
雑
掌
調
成
安
」
と
な
っ

六
○
つ
。

鎌
倉
遺
文
第
十
巻
七
二
六
五
。

木
稲
を
作
成
す
る
に
あ
た
っ
て
ご
指
導
い
た
だ
き
ま
し
た
豊
田
武
先
生
に

深
く
感
謝
い
た
し
ま
す
。

（
以
上
）

弥
勒
寺
領
船
曳
（
清
武
川
）
と
い
っ
た
弁
済
使
所
在
地
域
と
関
係

す
る
近
接
の
河
海
形
態
と
そ
の
交
通
機
能
を
ふ
る
こ
と
が
で
き
よ

う
。

（
“
）
前
註
ｕ
、
舟
越
氏
は
鎌
倉
幕
府
法
に
承
ら
れ
る
半
不
輸
の
二
形

態
、
【
①
胃
弁
済
所
当
於
国
司
領
家
、
令
勤
仕
公
事
於
社
家
所
」
、

②
轡
弁
済
所
当
国
司
、
令
勤
仕
公
事
権
門
御
辺
地
」
を
あ
げ
、
前

者
の
例
と
し
て
島
津
庄
寄
郡
を
性
格
づ
け
ら
れ
た
。

四
五
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